
（別紙４：保険検査マニュアル） 
信用リスク（抽出基準） 

 
 

 

（改訂前） （改訂後） 

信用リスクに関する検査について 
早期是正措置制度の下においては、その基準となるソルベンシー・マージン比率は主として正確な財務諸表に基づき算定されなければな

らない。正確な財務諸表の作成のためには償却・引当が適切に行われ、その準備作業である自己査定が適切に行われなければならない。 
 したがって、検査官は、信用リスクに関する検査において、自己査定基準の適切性及び自己査定結果の正確性のみならず、償却・引当額

の総額及びその水準の適切性を検証することが必要であり、特に、償却・引当額の総額が信用リスクに見合った十分な水準となっているか

を重視して検証する必要がある。 
                                                                

○ 自己査定に関する検査について 
 
（略） 
 
Ⅴ．自己査定結果の正確性の検証 
 
（略） 
 
２．抽出基準 
 
 抽出基準については、被検査保険会社の規模、資産内容、前回検査の結果、検査人員、検査期間等を総合的に勘案のうえ、主任検査官が

決定するものとする。また、主任検査官は、被検査保険会社の資産内容に特に問題がなく、前回検査の結果が良好であると認められる場合

には、検査の効率化の観点から、原則として債務者への与信額が２，０００万円又は被検査保険会社の資本の部合計の１％のいずれか小さ

い額未満の債務者については自己査定結果の正確性の検証を省略することができるものとする。さらに、これに加え、必要に応じ、抽出率

を下げることができるものとする。 
 なお、主任検査官は、立入検査開始後においても、検査の実効性確保の観点から、必要に応じ、抽出基準を変更できるものとする。 
 
（略） 
 

信用リスクに関する検査について 
早期是正措置制度の下においては、その基準となるソルベンシー・マージン比率は主として正確な財務諸表に基づき算定されなければな

らない。正確な財務諸表の作成のためには償却・引当が適切に行われ、その準備作業である自己査定が適切に行われなければならない。 
 したがって、検査官は、信用リスクに関する検査において、自己査定基準の適切性及び自己査定結果の正確性のみならず、償却・引当額

の総額及びその水準の適切性を検証することが必要であり、特に、償却・引当額の総額が信用リスクに見合った十分な水準となっているか

を重視して検証する必要がある。 
                                                               

○ 自己査定に関する検査について 
 
（略） 
 
Ⅴ．自己査定結果の正確性の検証 
 
（略） 
 
２．抽出基準 
 
 抽出基準については、被検査保険会社の規模、資産内容、前回検査の結果、検査人員、検査期間等を総合的に勘案のうえ、主任検査官が

決定するものとする。また、主任検査官は、被検査保険会社の資産内容に特に問題がなく、前回検査の結果が良好であると認められる場合

には、検査の効率化の観点から、原則として債務者への与信額が５，０００万円又は被検査保険会社の資本の部合計の１％のいずれか小さ

い額未満の債務者については自己査定結果の正確性の検証を省略することができるものとする。さらに、これに加え、必要に応じ、抽出率

を下げることができるものとする。 
 なお、主任検査官は、立入検査開始後においても、検査の実効性確保の観点から、必要に応じ、抽出基準を変更できるものとする。 
（略） 
 

 



（別紙４：保険検査マニュアル） 
信用リスク（定型ローン） 

 

 

 （改訂前） （改訂後） 

項 目 自己査定基準の適切性の検証 自己査定結果の正確性の検証 備 考 自己査定基準の適切性の検証 自己査定結果の正確性の検証 備 考 

１．債権の分類方

法 
（略） 

（略） （略） （略） （略） （略） （略） 

         

⑺ 債権の分類基

準 
債務者区分に応じて、当該債務者に対する債権に

ついて次のとおり分類を行うものとする。また、プ

ロジェクト・ファイナンスの債権については、債務

者区分を行わず、回収の危険性の度合いに応じて分

類を行うことができるものとする。 
 なお、住宅ローンなどの個人向けの定型ローン等

の貸出金については、延滞状況等の簡易な基準によ

り分類を行うことができるものとする。 
 
 
（略） 
 

債権の分類は、債務者区分に従い、担保及び保証

等による調整を行い、分類対象外債権の有無を検討

の上、正確に分類されているかを検証する。なお、

プロジェクト・ファイナンスの債権について、債務

者区分によらない場合には、回収の危険性の度合い

に応じて分類されているかを検証する。 
 なお、簡易な基準により分類を行っている場合に

は、基準及び基準を適用する対象が合理的なものと

なっているかを検証する。 
 
（略） 
 

（略） 債務者区分に応じて、当該債務者に対する債権に

ついて次のとおり分類を行うものとする。また、に

ついては、債務者区分を行わず、回収の危険性の度

合いに応じて分類を行うことができるものとする。

なお、住宅ローンなどの個人向けの定型ローン等

及び中小事業者向けの小口定型ローン等の貸出金

については、延滞状況等の簡易な基準により分類を

行うことができるものとする。 
 
 
（略） 

債権の分類は、債務者区分に従い、担保及び保証

等による調整を行い、分類対象外債権の有無を検討

の上、正確に分類されているかを検証する。なお、

プロジェクト・ファイナンスの債権について、債務

者区分によらない場合には、回収の危険性の度合い

に応じて分類されているかを検証する。 
 なお、簡易な基準により分類を行っている場合に

は、基準及び基準を適用する対象が合理的なものと

なっているかを検証する。 
 
（略） 

（略） 

 
 



（別紙４：保険検査マニュアル） 
信用リスク（デット・エクイティ・スワップ） 

 

 （改訂前） （改訂後） 

項 目 自己査定基準の適切性の検証 自己査定結果の正確性の検証 備 考 自己査定基準の適切性の検証 自己査定結果の正確性の検証 備 考 

２．有価証券の分

類方法 
 
（略） 
  

（略） （略） （略） （略） （略） （略） 

⑶  時価評価の対
象となっていな

い有価証券（満

期保有目的の債

券、責任準備金

対応債券、子会

社・関連会社株

式及び時価が 

把握できないそ

の他有価証券） 
 
② 株式 

（略） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 株式については、原則として、以下のイ～ハの区

分に応じて分類を行う。 
 
イ．非分類株式 
  次の株式については、原則として、帳簿価額を

非分類とする。 
  (ｲ) 政府出資のある会社（ただし、清算会社を除
く）の発行する株式 

  (ﾛ) 格付機関による直近の格付符号が「ＢＢＢ
（トリプルＢ）」相当以上の債券を発行する会

社の株式 
                        

ロ．子会社・関連会社株式（上記イに該当する株式 
を除く。） 
 ① 時価又は実質価額が帳簿価額を上回ってい

る場合は、帳簿額を非分類とする。 
 ② 時価又は実質価額が帳簿価額を下回ってい

る場合は、時価又は実質価額相当額を非分類と

し、帳簿価額と時価又は実質価額相当額の差額

（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 債権の分類と同様の方法により分類が行われて

いるか検証する。 

  

 株式について、左記に掲げるとおり、分類されて

いるかを検証する。 

 適正な時価又は実質価額が把握されているか検

証するとともに、下記⑷により減損処理の対象とな

るものがないか検証する。 

 なお、実質価額については、原則として、株式の

発行主体の資産等の時価評価に基づく評価差額を

加味して算出しているかを検証する。 

 デット・エクイティ・スワップにより取得した株

式の帳簿価額については、「デット・エクイティ・

スワップの実行時における債権者側の会計処理に

関する実務上の取扱い」( 平成14年10月9日企業

会計基準委員会) に基づいて適正に算定されてい

るかを検証する。 

（略） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（略） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 株式については、原則として、以下のイ～ハの区

分に応じて分類を行う。 
 
イ．非分類株式 
  次の株式については、原則として、帳簿価額を

非分類とする。 
  (ｲ) 政府出資のある会社（ただし、清算会社を除
く）の発行する株式 

  (ﾛ) 格付機関による直近の格付符号が「ＢＢＢ
（トリプルＢ）」相当以上の債券を発行する会

社の株式 
                       

ロ．子会社・関連会社株式（上記イに該当する株式 
を除く。） 
 ① 時価又は実質価額が帳簿価額を上回ってい

る場合は、帳簿額を非分類とする。 
 ② 時価又は実質価額が帳簿価額を下回ってい

る場合は、時価又は実質価額相当額を非分類と

し、帳簿価額と時価又は実質価額相当額の差額

（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 債権の分類と同様の方法により分類が行われて

いるか検証する。 

  

 株式について、左記に掲げるとおり、分類されて

いるかを検証する。 

 適正な時価又は実質価額が把握されているか検

証するとともに、下記⑷により減損処理の対象とな

るものがないか検証する。 

 なお、実質価額については、原則として、株式の

発行主体の資産等の時価評価に基づく評価差額を

加味して算出しているかを検証する。 

 デット・エクイティ・スワップにより取得した

株式の帳簿価額については、「デット・エクイティ・

スワップの実行時における債権者側の会計処理に

関する実務上の取扱い」( 平成14年10月9日企業

会計基準委員会) に基づいて適正に算定されてい

るかを検証する。 

また、デット・エクイティ・スワップにより取得

した株式を含む種類株式の期末評価については、

（略） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



（別紙４：保険検査マニュアル） 
信用リスク（デット・エクイティ・スワップ） 

 （改訂前） （改訂後） 

項 目 自己査定基準の適切性の検証 自己査定結果の正確性の検証 備 考 自己査定基準の適切性の検証 自己査定結果の正確性の検証 備 考 

について、原則として、Ⅱ分類とする。 
   ただし、この場合において、当該株式の時価

の下落期間等又は実質価額の低下状況等に基

づき、実質価額相当額を非分類とし、帳簿価額

と時価又は実質価額相当額の差額に相当する

額をⅢ分類とすることができるものとする。 
 
ハ．その他有価証券の株式（上記イに該当する株式

を除く。） 
 ① 実質価額が帳簿価額を上回っている場合は、

帳簿価額を非分類とする。 
 ② 実質価額が帳簿価額を下回っている場合は、

実質価額相当額を非分類とし、帳簿価額と実質

価額相当額の差額に相当する額をⅡ分類とす

る。 
   ただし、この場合において、当該株式の実質

価額の低下状況等に基づき、実質価額相当額を

非分類とし、帳簿額と実質価額相当額の差額に

相当する額をⅢ分類とすることができるもの

とする。 

 
（注）帳簿価額と時

価又は実質価額相

当額の差額に相当

する額をⅢ分類と

する場合には、「子

会社株式等に対す

る投資損失引当金

に係る監査上の取

扱い」（平成13年
４月 17 日日本公
認会計士協会）を

参照。 

について、原則として、Ⅱ分類とする。 
   ただし、この場合において、当該株式の時価

の下落期間等又は実質価額の低下状況等に基

づき、実質価額相当額を非分類とし、帳簿価額

と時価又は実質価額相当額の差額に相当する

額をⅢ分類とすることができるものとする。 
 
ハ．その他有価証券の株式（上記イに該当する株式

を除く。） 
 ① 実質価額が帳簿価額を上回っている場合は、

帳簿価額を非分類とする。 
 ② 実質価額が帳簿価額を下回っている場合は、

実質価額相当額を非分類とし、帳簿価額と実質

価額相当額の差額に相当する額をⅡ分類とす

る。 
   ただし、この場合において、当該株式の実質

価額の低下状況等に基づき、実質価額相当額を

非分類とし、帳簿額と実質価額相当額の差額に

相当する額をⅢ分類とすることができるもの

とする。 

「種類株式の貸借対照表価額に関する実務上の取

扱い」（平成15年3月13日企業会計基準委員会）
に基づいて適正に評価されているかを検証する。 

 
（注）帳簿価額と時

価又は実質価額相

当額の差額に相当

する額をⅢ分類と

する場合には、「子

会社株式等に対す

る投資損失引当金

に係る監査上の取 

扱い」（平成13年
4 月 17 日日本公
認会計士協会）を

参照。 
 

（略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） 

 
 



（別紙４：保険検査マニュアル） 
信用リスク（産業再生機構） 

（ 別 表 ） 

 （改訂前） （改訂後） 

項 目   自己査定基準の適切性の検証            自己査定結果の正確性の検証           備 考 自己査定基準の適切性の検証       自己査定結果の正確性の検証           備 考 

１．債権の分類方

法        

 
⑸ 保証等による

調整 
 
① 優良保証等 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          

（略） 
 
 
 
 
 
イ．公的信用保証機関の保証、金融機関

等の保証、複数の金融機関等が共同し

て設立した保証機関の保証、地方公共

団体と金融機関等が共同して設立した

保証機関の保証、地方公共団体の損失

補償契約等保証履行の確実性が極めて

高い保証をいう。ただし、これらの保

証であっても、保証機関等の状況、手

続不備等の事情から代位弁済が疑問視

される場合及び自社が履行請求の意思

がない場合には、優良保証とはみなさ

れない。 

（略） 

 

 

 

 

 

 左記に掲げる保証が優良保証とされているかを検証する｡ 

イ．「公的信用保証機関」とは、法律に基づき設立された保 

証業務を行うことができる機関であり、信用保証協会等で

ある。 

  なお、公的信用保証機関の保証の種類によっては保証履

行の範囲が１００％ではないものがあることに留意する｡ 

以下の場合は、「保証機関等の状況、手続不備等の事情か

ら代位弁済が疑問視される場合又は履行請求の意思がな

い場合」として、優良保証とはみなさないものとする。 

 (ｲ) 保証機関等の経営悪化等の理由から、代位弁済請求を

行っていない場合又は代位弁済請求を行っているが代

位弁済が受けられない場合（ただし、上記イの公的信用

保証機関を除く。） 

 (ﾛ) 保証を受けている保険会社が代位弁済手続を失念あ

るいは遅延する等の保証履行手続上の理由により、保証

機関等から代位弁済を拒否されている場合 

 (ﾊ) その他保証を受けている保険会社が保証履行請求を

行う意思がない場合 

 

（略） 
 
         

 
 
 
（新設） 

（略） 
 
 
 
 
 
イ．公的信用保証機関の保証、金融機関

等の保証、複数の金融機関等が共同し

て設立した保証機関の保証、地方公共

団体と金融機関等が共同して設立した

保証機関の保証、地方公共団体の損失

補償契約等保証履行の確実性が極めて

高い保証をいう。ただし、これらの保

証であっても、保証機関等の状況、手

続不備等の事情から代位弁済が疑問視

される場合及び自社が履行請求の意思

がない場合には、優良保証とはみなさ

れない。 

（略） 

 

 

 

 

 

 左記に掲げる保証が優良保証とされているかを検証する｡ 

イ．「公的信用保証機関」とは、法律に基づき設立された保  

証業務を行うことができる機関であり、信用保証協会等で 

ある。 

  なお、公的信用保証機関の保証の種類によっては保証履 

行の範囲が１００％ではないものがあることに留意する｡  

以下の場合は、「保証機関等の状況、手続不備等の事情か

ら代位弁済が疑問視される場合又は履行請求の意思がな 

い場合」として、優良保証とはみなさないものとする。 

 (ｲ) 保証機関等の経営悪化等の理由から、代位弁済請求を 

行っていない場合又は代位弁済請求を行っているが代

位弁済が受けられない場合（ただし、上記イの公的信用

保証機関を除く。） 

 (ﾛ) 保証を受けている保険会社が代位弁済手続を失念あ

るいは遅延する等の保証履行手続上の理由により、保証

機関等から代位弁済を拒否されている場合 

 (ﾊ) その他保証を受けている保険会社が保証履行請求を

行う意思がない場合 

 

 

 

 

 

（略） 
 
 
 
 
 
（注）株式会社産業

再生機構の保証

については、優

良保証とみなし

て差し支えない

ものとする。 
 
 
 
 

（略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） 

 
 
 


